
県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会設置要領 

 

（趣旨） 

第１ 青森県と岩手県との県境において発生した廃棄物不法投棄事案について、原状回復対策等を、効果的か

つ早急に実施するために必要な評価・検討等を行うため、「県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会（以下

「協議会」という。）」を設置する。 

 

（所掌） 

第２ 協議会の所掌事項は次のとおりとする。 

(1) 原状回復対策の工法に関する評価・検討                    

(2) 不法投棄廃棄物の処理方法に関する評価・検討 

(3) 原状回復対策の実施に係る安全性の評価・検討及び管理 

(4) 環境モニタリングに関する評価・検討 

(5) 跡地利用及び環境再生の検討 

(6) その他必要な事項 

 

（組織） 

第３ 協議会は、委員をもって組織する。 

２ 委員は、知事が委嘱する。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選による。 

３ 副会長は、会長が選任する。 

４ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（任期） 

第５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

 

（会議） 

第６ 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

 

（意見の聴取） 

第７ 会長は、第２に定める所掌事項に関し、必要に応じて利害関係者及び学識経験者等の出席を求め、その

意見を聴くことができる。 

 

（部会の設置） 

第７の２ 会長は、県境不法投棄現場の環境再生に関する提案募集方法の検討及び提案の審査を行うため、県

境不法投棄現場原状回復対策推進協議会環境再生提案・審査部会（以下「部会」という。）を設置する。 

 

（庶務） 

第８ 協議会及び部会の庶務は、県境再生対策室において処理する。 

 

（その他） 

第９ この要領に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関して必要な事項は別に定める。 

  

 

 

資料１ 



附 則 

この要領は平成１５年７月３１日から施行する。 

 改 正 平成１５年９月 １日    

 改 正 平成１６年３月２６日 

 改 正 平成１７年２月１４日 

 改 正 平成２０年５月２４日 


